
令和４年第２回芳賀町教育委員会会議録 
 

１ 期  日  令和４年２月１８日（金） 

２ 場  所  芳賀町役場教育委員会室 

３ 開  会  午後１時２１分 

４ 出席委員  教 育 長       古壕 秀一 

        教育長職務代理者        沼能 寿之 

        委    員       黒﨑 厚央 

        委 員       塩野 由子 

        委 員       山口 友也 

５ 出席職員  学校教育課長       大根田淳一 

        生涯学習課長       高津 健司 

        学校教育課指導主事    髙橋 輝秋 

        学校教育課指導主事    松本  薫 

６ 書  記  学校教育課課長補佐兼係長 野沢 幸代 

７ 議  題  報告第１号 令和４年度芳賀町一般会計予算（教育費）（案）の 

概要について 

議案第２号 区域外就学について 

議案第３号 令和３年度小中学校優秀児童生徒表彰者の決定に  

ついて 

議案第４号 令和３年度優良公民館表彰について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 議事の内容 

発言者 内 容 

古壕教育長 只今の出席委員は、４人です。  

定足数に達しておりますので、これから令和４年第２回芳賀町教育

委員会会議を開会します。  

会期の決定を行います。会期は本日１日と決定したいと思いますが

これにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って会期は、本日１日と決定しました。  

芳賀町教育委員会会議規則第２０条の規定により、前回会議録の

承認を行います。 

先程、前回会議録署名委員の署名をいただきましたが、これを承認

することにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って前回の会議録は、承認されました。  

会議録署名委員の指名を行います。  

会議録署名委員は会議規則第２１条の規定により、山口友也委員

にお願いします。 

 それでは教育長事務報告を行います。  

＜資料に基づき下記の事項について概要報告を行った。＞  

・芳賀郡市町教育長会議について  

・町小中学校長会定例会議について  

・第４回芳賀市町教育研究協議会役員会について  

・学校事故について 

古壕教育長  これから議事に入りますが、報告第１号は令和４年度の予算関係

です。議会開会前であり、意思形成過程であることから地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に基づき非公

開非公開とさせていただきたいと思います。議案第２号区域外就学

についても、個人情報が含まれているため非公開とさせていただき

ます。これにご異議ございませんか。  

委員全員 異議なし。 

古壕教育長 

古壕教育長 

それでは議事に入ります。 

報告第１号 令和４年度芳賀町一般会計予算（教育費）（案）の概

要についての件を議題といたします。  

 

この審議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

第１４条第７項の規定に基づき非公開 

 



発言者 内 容 

古壕教育長 議案第２号 区域外就学についての件を議題といたします。  

 

古壕教育長 議案第３号 令和３年度小中が校優秀児童生徒表彰者の決定につ

いての件を議題とします。 

事務局、議案の朗読をお願いします。  

野沢書記 （議案朗読） 

古壕教育長  大根田課長、議案の説明をお願します。  

大根田課長  芳賀町教育委員会表彰内規に基づき、推薦があった児童生徒の表

彰について提出させていただきました。まず県大会での優勝者及び

関東大会・全国大会での入賞者、小中学校合わせて１６名です。続

いて文化活動での優秀者が４名、学力優秀者が１０名です。部活動

で特に活躍した者は中学校のみ１８名です。義務教育課程９年間の

皆勤賞が１０名です。合計５８人となります。 

古壕教育長  これについては、内規に反しているものはないと思います。メダ

ルについて説明してください。 

大根田課長  メダルは、スポーツ活動では関東大会３位内入賞者、全国大会上

位入賞者、文化活動では県で最優秀賞以上の成績を収めた者に授与

されます。 

黒﨑委員  特設陸上、特設駅伝とは何ですか。  

大根田課長  普段は他の部に所属していて、陸上や駅伝の大会がある時に選抜

で出場する部です。 

古壕教育長  陸上と駅伝と水泳が特設になっています。  

古壕教育長  それでは、議案第３号 令和３年度小中学校優秀児童生徒表彰者

の決定についての件を採決いたします。本案は、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。  

委員全員  異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って、議案第３号 令和３年度小中が校優秀児童生徒表彰者の

決定についての件は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４号 令和３年度優良公民館表彰についての件を議題とし

ます。 

 事務局、議案の朗読をお願いします。  

野沢書記 （議案朗読） 

古壕教育長  高津課長、説明をお願いします。  

高津課長  これについては、優良公民館表彰要綱に則り、地域公民館連絡協

議会の役員が選考し、教育委員会に推薦するものです。今年度は、

五ケ東、上岡北、手彦子、八ツ木宿上、稲東集落センターの５つの

公民館が推薦されました。優良公民館として表彰してよろしいかご

この審議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律  

第１４条第７項の規定に基づき非公開 

 



発言者 内 容 

審議の程、よろしくお願いします。  

古壕教育長  委員の皆様からご質問やご意見がありましたらお受けしたいと思

います。 

委員全員  （意見なし） 

古壕教育長  それでは、議案第４号 令和３年度優良公民館表彰についての件

を採決いたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議あり

ませんか。 

委員全員  異議なし。 

古壕教育長 異議なしと認めます。 

従って、議案第４号 令和３年度優良公民館表彰についての件は

原案のとおり可決されました。 

古壕教育長  以上をもちまして、本日の教育委員会を閉じたいと思います。  

 次回は、３月１５日午後１時３０分、２０１会議室です。  

 

９ 閉  会   


